
矢巾町定例記者会見  
日 時：平成３０年１２月１１日（火） 

午前１０時～１０時３０分 
場 所：２－２会議室   

【内容】 
１ 平成３０年度年末年始地域安全運動出発式の実施について   （総務課）  
２  平成３０年歳末特別警戒パトロールの実施について   （総務課）  
３ 中学生・高校生防犯パトロールの実施について   （総務課）  
４ 矢巾町交通指導隊初点検及び矢巾町消防団出初め式について   （総務課）  
５ 第１９回「ヒメノモチ」おそなえ贈呈式について   （産業振興課）  
６ 平成３０年度矢巾町成人式について   （社会教育課）   



矢巾町定例記者会見発表事項概要書 
 

No.１ 

発 表 日 時 平成３０年１２月１１日（火）午前１０時から 
案  件  名 平成３０年度年末年始地域安全運動出発式の実施について 
所 管 部 署 総務課  担当者  平   圭 太 

 発表要旨  
○日 時 平成３０年１２月１４日（金） 午後４時から  
○場 所 矢巾町活動交流センター やはぱーく  
○主 催 紫波地区地域安全推進協議会  
○目 的 平成３０年１２月１４日（金）から平成３１年１月３日（木）までの間実施される 

「年末年始地域安全運動」の一環として、警察の年末年始特別警戒活動と連動しながら 

地域安全に関わる多くの関係機関・団体が連携し、地域一体となったパトロールを推 

進することにより、同期間における地域安全運動の一層の浸透と定着を図り、安心し 

て暮らせる地域社会の実現を目的とするものです。 

 

○内 容 県立不来方高等学校音楽部によるミニコンサート 

     年末年始地域安全運動出発式 

青色回転灯装備車両などによるパトロール出発              



矢巾町定例記者会見発表事項概要書 
 

No.２ 

発 表 日 時 平成３０年１２月１１日（火）午前１０時から 
案  件  名 平成３０年歳末特別警戒パトロールの実施について 
所 管 部 署 総務課  担当者  平   圭 太 

 発表要旨  
○日 時 平成３０年１２月１７日（月） 午後１時３０分から  
○場 所 矢巾町活動交流センター やはぱーく 
     矢巾ショッピングセンター及び周辺金融機関  
○主 催 矢巾町防犯協会 
 

○内 容 やはぱーくで出発式を行った後、矢巾ショッピングセンターにおいて防犯啓発活動 

を行います。また、周辺の金融機関に直接赴き、啓発物品を配布しながら被害防止広 

報活動を実施します。                    



矢巾町定例記者会見発表事項概要書 
 

No.３ 

発 表 日 時 平成３０年１２月１１日（火）午前１０時から 
案  件  名 中学生・高校生防犯パトロールの実施について 
所 管 部 署 総務課  担当者  平   圭 太 

 発表要旨  
○日 時 平成３０年１２月２２日（土） 午前１０時３０分から  
○場 所 矢巾町活動交流センター やはぱーく 
     矢巾ショッピングセンター  
○主 催 矢巾っ子すくすくネットワーク 
 

○内 容 やはぱーくにおいて出発式を行った後、矢巾中学校、矢巾北中学校、不来方高校の

生徒で結成された「中学生・高校生防犯パトロール隊」とともに矢巾ショッピングセ

ンターで万引き防止等の啓発活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



矢巾町定例記者会見発表事項概要書 
 

No.４ 

発 表 日 時 平成３０年１２月１１日（火）午前１０時から 
案  件  名  矢巾町交通指導隊初点検及び矢巾町消防団出初め式について 
所 管 部 署 総務課  担当者  平   圭 太 

 発表要旨  
１ 矢巾町交通指導隊初点検  
○ 日 時 平成３１年１月６日（日） 午前９時２０分から  
○ 場 所 矢巾町活動交流センター１階 プロムナードＡ 

  
○ 内 容 矢巾町長を点検官とし、服装、手帳、警笛等の点検を実施する。   
２ 矢巾町消防団出初め式  
 ○ 日 時 平成３１年１月６日（日） 午前１０時２５分から 分列行進開始 
                    午前１０時４０分から 式典  
○ 場 所 矢巾町活動交流センター やはぱーく 

       矢巾ショッピングセンター駐車場 
  
○ 内 容 やはぱーく東側駐車場から矢巾ショッピングセンターまで分列行進を行い、そ 

の後、同ショッピングセンター駐車場において式典を行う。          



矢巾町定例記者会見発表事項概要書 
 

No.５ 

発 表 日 時 平成３０年１２月１１日（火）午前１０時から 
案  件  名 第１９回「ヒメノモチ」おそなえ贈呈式について 
所 管 部 署 産業振興課  担当者 川 村   雄 

 発表要旨  
○日 時 平成３０年１２月２８日（金） 午前９時３０分から  
○場 所 役場１階町民ホール  
○主 催 岩手中央農業協同組合もち米生産部会矢巾支部  
○内 容  平成１７年度に町制施行５０周年を記念として５０ｋｇのヒメノモチを使用した

おそなえを町に贈呈していただいたことを契機として、毎年贈呈いただいております。 
当日は、岩手中央農業協同組合もち米生産部会矢巾支部長より、高橋町長へ贈呈い 
ただきます。 

     その後、ふどうこども園年長児などが参加しもちつき会を行います。ふどうこども 
園年長児からは、歌の発表があります。 
また、年が明けた１月１０日（木）にはふどうこども園で鏡開きを行う予定です。               



矢巾町定例記者会見発表事項概要書 
 

No.６ 

発 表 日 時 平成３０年１２月１１日（火）午前１０時から 
案  件  名 平成３０年度矢巾町成人式について 
所 管 部 署 社会教育課  担当者 工 藤 優 平 

 発表要旨  
○日 時 平成３１年１月１３日（日） 午後１時３０分から（受付は午後１時から） 

 

○場 所 田園ホール 

 

○対象者 平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれ  
○内 容 町の成人者を祝うため、成人式を開催いたします。 

オープニングセレモニーとして、南昌太鼓保存会による「開会太鼓」で幕を開けま 
す。その後の式典では、町民憲章の唱和や町民歌の斉唱、記念品の贈呈等が行われま 
す。成人者の皆さんが運営に携わり、自らの手で作り上げる、新成人の門出にふさわ 
しい式典です。そのほか、式典終了後には、卒業中学校ごとに記念写真の撮影を行い 
ます。                  



主イベント 
【お知らせ】  １２月中旬から１月中旬までの主なスケジュール   １２月１４日（金）  法務大臣表彰伝達式             （午前９時３０分～ 役場３階応接室） 

平成３０年度年末年始地域安全運動出発式             （午後４時～ やはぱーく）     １７日（月）  平成３０年度歳末特別警戒パトロール             （午後１時３０分～ やはぱーく、矢巾ショッピングセンター）     ２０日（木）  家族経営協定合同調印式             （午前８時３０分～ 町公民館３階大研修室）     ２２日（土）  中学生・高校生防犯パトロール             （午前１０時３０分～ やはぱーく、矢巾ショッピングセンター） 
２３日（日）  田園ホール混声合唱団第２４回定期演奏会           （午後２時～ 田園ホール）   ２８日（金）  第１９回ヒメノモチお供え贈呈式             （午前９時３０分～ 役場１階町民ホール） 

１月 １日（火・祝）第１８回チャグチャグ馬コ初詣           （午前９時～ 滝沢市鬼越蒼前神社）    ４日（月）  平成３１年矢巾町議会定例会１月会議           （午前１０時～ 議場） 
平成３１年矢巾町新春の集い 
（午後４時～ 矢巾町商工会館）      ５日（土）  盛岡中央卸売市場初市式 
（午前５時４０分～ 盛岡中央卸売市場）      ６日（日）  矢巾町交通指導隊初点検             （午前９時２０分～ やはぱーく） 
矢巾町消防団出初式              午前１０時２５分～ 分列行進開始 やはばぱーく東側駐車場 
午前１０時４０分～ 式典 矢巾ショッピングセンター駐車場      ８日（火）  矢巾町定例記者会見             （午前１０時～ ２－２会議室）  

※ イベントの詳細については、直接、担当課にお問い合わせください。 



矢巾町社会資本整備促進議員連盟規約    （名称） 
第１条  本会は、矢巾町社会資本整備促進議員連盟と称し、事務所を矢巾町議会事務局に置
く。   （目的） 

第２条  本会は、矢巾町に関わる社会資本の整備等に関し、情報を共有するとともに調査研
究を行い、町政の発展に貢献することを目的とする。   （事業） 

第３条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。   （１）社会資本の整備等に関する情報の共有に関すること   （２）社会資本の整備等に関する調査研究に関すること   （３）社会資本の整備等に関する請願・陳情・要望等に関すること   （４）その他社会資本の整備等の事業の推進に関すること   （組織） 
第４条  本会は、目的に賛同する矢巾町議会議員をもって組織する。   （役員） 
第５条  本会に次の役員を置く。   （１）会  長      １名   （２）副会長      １名   （３）幹  事      若干名 
２  役員は、総会において会員の互選により選出する。 
３  会長は、議員連盟を代表する。 
４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。   （任期） 
第６条  役員の任期は、議員の任期とする。   （会議） 
第７条  本会の会議は、総会及び役員会とする。 
２  会議は、会長が招集する。 
（経費） 
第８条  本会の活動経費は、必要に応じて徴収するものとする。   （補則） 
第９条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。       附  則   この規約は、平成３０年９月２５日から施行する。 


